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   第 ３ 回   熊本県議会    厚生常任委員会会議記録 

 

平成29年６月23日(金曜日) 

            午前９時59分開議 

            午前11時26分閉会 

――――――――――――――― 

本日の会議に付した事件 

 議案第１号 平成29年度熊本県一般会計補

正予算（第１号） 

議案第３号 専決処分の報告及び承認につ

いてのうち 

議案第10号 熊本県医療施設耐震化臨時特

例基金条例を廃止する条例の制定につい

て 

議案第11号 熊本県国民健康保険運営協議

会条例の制定について 

議案第16号 財産の取得について 

報告第１号 平成28年度熊本県一般会計繰

越明許費繰越計算書の報告についてのう

ち 

報告第９号 平成28年度熊本県病院事業会

計建設改良費繰越額の使用に関する計画

の報告について 

報告第11号 専決処分の報告について 

報告第19号 歯科保健対策の推進に関する

施策の報告について 

請第25号 熊本地震被害者の住宅再建に関

する請願 

閉会中の継続審査事件（所管事務調査）に

ついて 

 報告事項 

  ①熊本県やさしいまちづくり推進指針の

策定について 

  ②被災者の生活支援の状況等について 

  ③住まいの再建に係る意向調査の結果に

ついて 

――――――――――――――― 

出席委員(８人) 

        委 員 長 田 代 国 広 

        副委員長 緒 方 勇 二 

        委  員 藤 川 隆 夫 

        委  員 鎌 田   聡 

        委  員 溝 口 幸 治 

        委  員 楠 本 千 秋 

        委  員 山 本 伸 裕 

        委  員 髙 島 和 男 

欠席委員(なし) 

委員外議員(なし) 

――――――――――――――― 

説明のため出席した者 

健康福祉部 

部 長 古 閑 陽 一 

政策審議監 渡 辺 克 淑 

医 監 迫 田 芳 生 

長寿社会局長 立 川   優 

子ども・障がい福祉局長 柳 田 紀代子 

健康局長 田 原 牧 人 

首席審議員兼 

健康福祉政策課長 野 尾 晴一朗 

健康危機管理課長 厚 地 昭 仁 

高齢者支援課長 谷 口   誠 

認知症対策・         

地域ケア推進課長 下 山   薫 

社会福祉課長 島 川 圭 二 

子ども未来課長 吉 田 雄 治 

首席審議員兼 

子ども家庭福祉課長 冨 永 章 子 

障がい者支援課長 奥 山 晃 正 

首席審議員兼 

医療政策課長 松 岡 正 之 

国保・高齢者医療課長 髙 水 真守生 

健康づくり推進課長 岡 﨑 光 治 

薬務衛生課長 大 川 正 晃 

病院局 
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病院事業管理者 永 井 正 幸 

総務経営課長 緒 方 克 治 

――――――――――――――― 

事務局職員出席者 

       議事課主幹 若 杉 美 穂 

政務調査課主幹 福 島 哲 也 

――――――――――――――― 

  午前９時59分開議 

○田代国広委員長 おはようございます。 

 それでは、ただいまから第３回厚生常任委

員会を開会いたします。 

 今回付託された請第25号について、提出者

から趣旨説明の申し出があっておりますの

で、これを許可したいと思います。 

 請第25号についての説明者を入室させてく

ださい。 

   (請第25号の説明者入室) 

○田代国広委員長 説明者の方に申し上げま

す。各委員には、請願書の写しを配付してお

りますので、説明は簡単にお願いいたしま

す。 

(請第25号の説明者趣旨説明） 

○田代国広委員長 趣旨はよくわかりまし

た。後でよく審査をいたしますので、本日は

これでお引き取りください。 

  （請第25号の説明者退室） 

○田代国広委員長 次に、本委員会に付託さ

れた議案等を議題とし、これについて審査を

行います。 

 まず、議案等について執行部の説明を求め

た後に、一括して質疑を受けたいと思いま

す。 

 なお、執行部からの説明は、効率よく進め

るために、着座のまま簡潔にお願いします。 

 初めに、健康福祉部長から総括説明を行

い、続いて、付託議案等について担当課長か

ら順次説明をお願いいたします。 

 初めに、古閑健康福祉部長。 

 

○古閑健康福祉部長 議案の説明に先立ちま

して、健康福祉部における熊本地震からの復

旧、復興に向けた取り組みにつきまして御説

明を申し上げます。 

 昨年４月の熊本地震発災以降、健康福祉部

では、被災された方々の一日も早い生活再建

と本県の医療・福祉体制の復旧と復興に向

け、全力で取り組んでまいりました。今後

は、これまでの取り組みをさらに加速化さ

せ、被災者に寄り添った支援をより一層進め

てまいります。 

 特に、取り組みが急がれる住まいの再建に

つきましては、仮設住宅に入居されている方

々お一人お一人の意向に寄り添った対応を図

ってまいります。また、地域の支援者や民間

事業者等との連携、ＩＣＴの活用などによ

り、見守り支援を強化してまいります。 

 続きまして、本議会に提出しております健

康福祉部関係の議案等の概要につきまして御

説明を申し上げます。 

 今回提出しておりますのは、予算関係２議

案、条例等関係３議案、報告３件でございま

す。 

 まず、議案第１号平成29年度熊本県一般会

計補正予算につきまして、総額２億1,600万

円余の増額となる補正予算をお願いしており

ます。 

 主な内容ですが、被災者の住まいの再建に

向けた専門的な相談体制の整備などの予算を

計上しております。 

 また、議案第３号専決処分の報告及び承認

につきまして、災害救助費の実績見込み額の

減に伴い、135億円を減額するとともに、同

額を災害救助基金に積み立てる補正予算の専

決処分を３月29日付で行いましたので、御報

告として提案しております。 

 次に、条例等関係につきましては、議案第

10号熊本県医療施設耐震化臨時特例基金条例

を廃止する条例の制定について外２件を提案

しております。 

 また、報告関係につきましては、報告第１
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号平成28年度熊本県一般会計繰越明許費繰越

計算書外２件を御報告させていただきます。 

 このほか、その他報告事項として、熊本県

やさしいまちづくり推進指針の策定、被災者

支援の状況及び住まいの再建に係る意向調査

の結果について御報告させていただくことと

しております。 

 以上が今回提出しております議案の概要で

ございます。詳細につきましては、関係課長

が説明いたしますので、よろしくお願いいた

します。 

 

○田代国広委員長 次に、担当課長から説明

をお願いします。 

 

○野尾健康福祉政策課長 健康福祉政策課で

ございます。着座のまま平成29年度６月補正

予算について御説明申し上げます。 

 厚生常任委員会説明資料、健康福祉部と書

いたものの２ページをお願いいたします。 

 社会福祉総務費でございます。 

 右端の説明欄をお願いいたします。 

 １の社会福祉諸費のうち、住まいの再建加

速化事業でございます。住まいの再建加速化

事業につきましては、被災された方々が仮設

住宅からついの住まいを検討される際の専門

的な相談窓口として住まいに関する相談支援

員を配置し、窓口の相談を行うものでござい

ます。あわせて、状況に応じた戸別訪問等に

よるプラン検討や各種手続の支援を行うもの

でございます。4,000万円余を計上しており

ます。 

 説明は以上でございます。 

 御審議のほどよろしくお願いいたします。 

 

○厚地健康危機管理課長 説明資料の３ペー

ジをお願いいたします。 

 右端の説明欄をお願いいたします。 

 １、動物保護管理費の保護動物緊急対策事

業でございますが、これは、管理から愛護へ

の方針転換により、従来殺処分のための施設

であった動物管理センターを、ことし４月１

日に愛護のための動物愛護センターとしまし

たが、動物愛護を行う施設としてその飼育環

境を緊急に整えるとともに、保護動物の収容

数がふえている現状を踏まえ、飼育スタッフ

の増や車庫の改装などによる収容能力の拡

大、譲渡の拡大、県民への啓発などに要する

費用を要求させていただくものであり、

4,262万円余の補正をお願いするものでござ

います。 

 御審議のほどよろしくお願いいたします。 

 

○谷口高齢者支援課長 高齢者支援課でござ

います。 

 説明資料４ページをお願いいたします。 

 老人福祉費でございますが、右の説明欄の

１、介護保険対策費の新規でお願いをしてお

ります介護職員処遇改善加算の取得促進事業

につきましては、今年度の臨時に行われまし

た介護報酬改定により、平均１万円の介護職

員の賃金改善措置を行います介護職員処遇改

善加算が拡充をされました。この加算の取得

促進を図るため、介護サービス事業所、施設

に対し周知等を行う必要がありますので、そ

れに要しますセミナーの開催、リーフレット

の作成経費など、52万6,000円をお願いをし

ております。財源は、全額国庫でございま

す。 

 高齢者支援課の６月補正予算は以上でござ

います。 

 御審議のほどよろしくお願いいたします。 

 

○吉田子ども未来課長 子ども未来課です。 

 ５ページをお願いいたします。 

 児童福祉総務費として9,675万1,000円の増

額補正をお願いしております。 

 まず、説明欄１の児童健全育成費につきま

しては、放課後児童クラブにおける障害児の

受け入れ強化のための支援員の配置、支援員
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の勤続年数などキャリアアップに応じた処遇

改善及び夏休み等の子供の利用増に対応する

ための支援員の配置投入をする経費について

助成するものでございます。 

 ２の保育士等確保対策費につきましては、

保育所等における保育士の業務負担を軽減

し、離職防止を図るため、保育補助者の雇い

上げに要する経費を助成するものでございま

す。 

 子ども未来課は以上です。 

 御審議のほどよろしくお願いいたします。 

 

○奥山障がい者支援課長 障がい者支援課で

ございます。 

 資料の６ページをお願いいたします。 

 児童福祉施設費として517万5,000円の増額

をお願いしております。 

 右の説明欄をごらんください。 

 県立の障害児入所施設及び児童発達支援セ

ンターであるこども総合療育センターにおけ

る給食調理業務について、当初見込みより委

託料の増加があったため、増額補正をお願い

するものでございます。 

 また、７ページをお願いいたします。 

 今御説明いたしましたこども総合療育セン

ターの給食業務は、平成31年度までの債務負

担行為をお願いいたします。 

 障がい者支援課は以上でございます。 

 御審議のほどよろしくお願いいたします。 

 

○松岡医療政策課長 医療政策課です。 

 ８ページをお願いいたします。 

 公衆衛生総務費で2,766万2,000円の増額を

お願いしております。 

 １の国庫支出金返納金として増額をお願い

しておりますが、これは、平成21年度から実

施してきております医療施設耐震化臨時特例

基金を活用した耐震化の補助事業であります

が、対象となる事業が全て終了したことに伴

って、基金の残額を国庫に返納するものでご

ざいます。 

 返納に当たりましては、その根拠が必要と

なりますので、基金の廃止条例をあわせて提

案しておりますが、後ほど御説明させていた

だきます。 

 ２の医療施設耐震化臨時特例基金積立金２

万3,000円ですが、関係事業費の確定に伴い

まして、運用利息の積み立てを増額するもの

でございます。 

 以上でございます。 

 

○大川薬務衛生課長 薬務衛生課でございま

す。 

 説明資料９ページをお願いいたします。 

 環境整備費で65万円余の増額補正をお願い

しております。 

 右側の説明欄をお願いいたします。 

 県が県内の主要な温泉地８カ所に設置して

おります温泉水位計のうち、昨年の熊本地震

で被災した２カ所の水位計の復旧に要する経

費でございます。２台のうち１台は修理不能

ということで、新しく購入をいたします。１

台は修理する予定としております。 

 薬務衛生課は以上でございます。 

 御審議のほどよろしくお願いいたします。 

 

○野尾健康福祉政策課長 健康福祉政策課で

ございます。 

 続きまして、３月専決予算について御説明

申し上げます。 

 10ページをお願いいたします。 

 災害救助費でございます。右端の説明欄を

お願いいたします。 

 まず、下段の災害救助対策費のうち、災害

救助事業から御説明申し上げます。 

 災害救助法に基づく救助の実施に要する経

費につきましては、被災市町村及び支援いた

だきました他都道府県等に所要額を照会いた

しまして、不足額が生じないよう随時補正予

算を御承認いただきながら、所要額を確保さ
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せていただいているところでございます。し

かしながら、年度末にかけ、市町村や他都道

府県等に費用の精査、取りまとめを依頼した

ところ、実績見込み額が予算計上額を大きく

下回ることとなりました。それに伴いまし

て、135億円を減額するものでございます。 

 次に、上段１の災害救助基金積立金のう

ち、災害救助対策費でございますが、これ

は、２の災害救助対策費について、精算後に

国庫負担金の返還金として必要となることか

ら、これを他の財源と区別するため、災害救

助基金積立分として135億円を増額するもの

でございます。 

 説明は以上でございます。 

 御審議のほどよろしくお願いいたします。 

 

○松岡医療政策課長 11ページをお願いいた

します。 

 第10号議案熊本県医療施設耐震化臨時特例

基金条例を廃止する条例の制定についてです

が、恐れ入りますが、説明のほうは、次の12

ページのほうでさせていただきたいと思いま

す。 

 12ページをお願いいたします。 

 １、条例改正の趣旨でございますが、この

基金は、先ほど申し上げました医療施設の耐

震化を支援する補助事業として、平成21年度

以降、３回にわたって交付されました国の交

付金を活用しまして、累計約66億円の基金で

事業を行ってまいりました。28年度の事業を

もちまして全ての計画事業が終了しましたの

で、残金を国庫に返納することとしておりま

す。 

 条例の廃止により、先ほど御説明しました

最終予算2,700万円余りを国に返還すること

としております。 

 施行期日は、公布の日としております。 

 御審議のほどよろしくお願いいたします。 

 

○髙水国保・高齢者医療課長 国保・高齢者

医療課でございます。 

 説明資料の13ページをお願いいたします。 

 第11号議案は、熊本県国民健康保険運営協

議会条例の制定についてでございます。 

 15ページの条例案の概要で御説明いたしま

す。 

 １の条例制定の趣旨でございますが、持続

可能な医療保険制度を構築するための国民健

康保険法等の一部を改正する法律及び同法に

よる改正後の国民健康保険法の規定に基づ

き、国保事業の運営に関する事項を審議する

ため、県の附属機関として熊本県国民健康保

険運営協議会を設置するものであり、その組

織及び運営について定めるものでございま

す。 

 ２の条例の内容でございますが、第２条

は、協議会の所掌事務でございます。この協

議会は、現在準備を進めております平成30年

度からの国保の財政運営責任等の都道府県移

行に関し、知事の諮問に応じ、移行前の本年

度中に必要となる準備行為といたしまして、

県と市町村の共同運営のための国保運営方針

や、県が市町村から徴収する国保事業費納付

金など、国保事業運営に関する重要事項を審

議することといたしております。 

 第３条は、協議会の組織でございます。 

 協議会は、11名の委員で組織し、その内訳

は、被保険者代表、保険医または保険薬剤師

代表、公益代表が各３名、被用者保険代表が

２名で構成いたします。 

 第４条は、委員の任期でございます。 

 移行前年度の準備行為として、今年度いっ

ぱいの平成30年３月31日までといたしており

ます。 

 なお、平成30年度以降の協議会設置につき

ましては、他に今年度中の条例制定が必要と

なります納付金や交付金に関する条例などと

一本化した形で、仮称でございますが、国民

健康保険法施行条例を今年度中に改めて提案

させていただきたいと考えております。 
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 第５条は会長について、第６条は協議会の

会議について、第７条は庶務について規定を

いたしております。 

 施行期日は、公布の日からといたしており

ます。 

 国保・高齢者医療課は以上でございます。 

 御審議のほどよろしくお願い申し上げま

す。 

 

○厚地健康危機管理課長 続きまして、16ペ

ージをお願いいたします。 

 第16号議案財産の取得についてでございま

す。 

 取得する財産は、抗インフルエンザウイル

ス薬、イナビルでありまして、取得の相手方

は、第一三共株式会社。取得の目的は、新型

インフルエンザ対策のための備蓄。取得の予

定価格は１億3,090万円でございます。 

 本県では、新型インフルエンザ対策とし

て、国が示した目標量であります33万3,200

人分のタミフルなどの抗インフルエンザウイ

ルス薬を備蓄しております。このうち、本年

度、使用期限を迎え、廃棄すべき備蓄薬が７

万7,000人分ございますので、新たに備蓄薬

を購入する費用１億3,000万円余を、地方自

治法及び熊本県財産条例に基づき、議案とし

て提出させていただくものでございます。 

 以上、御審議のほどよろしくお願いいたし

ます。 

 

○谷口高齢者支援課長 高齢者支援課でござ

います。 

 説明資料の18ページをお願いいたします。 

 報告第１号平成28年度熊本県一般会計繰越

明許費繰越計算書について御説明をいたしま

す。 

 昨年度の議会におきまして御承認をいただ

きました繰越明許費に係る繰越計算書の御報

告でございます。 

 まず、民生費の、１つ飛びまして事業名の

欄をごらんいただきますと、一番上の施設開

設準備経費助成特別対策事業費でございます

が、地域密着特別養護老人ホームやグループ

ホーム等の施設整備のおくれに伴いまして、

翌年度繰越額欄にございます１億6,600万円

余を繰り越しております。 

 次の２段目の指定サービス事業者管理事業

費につきましては、臨時の介護報酬改定によ

る電算処理システムの改修について、国から

改修の内容が示されましたのがおくれました

ため、120万円余を繰り越しております。 

 次の３段目の老人福祉施設整備等事業費に

つきましては、養護老人ホーム等の整備費に

つきまして、施設整備計画や設計の検討に不

測の時間を要しましたため、１億8,100万円

余、また、その下、４段目の介護基盤緊急整

備等事業費につきましては、地域密着特別養

護老人ホームやグループホーム等の整備費に

つきまして、同様の理由によりまして６億

4,000万円を繰り越したものでございます。 

 最後に、一番下の段の災害復旧費の事業名

の欄の老人福祉施設災害復旧費につきまして

は、特別養護老人ホーム、老人保健施設、グ

ループホーム等の施設等の災害復旧費につき

まして、震災の影響によります着工のおくれ

等によりまして、翌年度繰越額の欄にありま

す31億4,600万円余を繰り越したものでござ

います。 

 以上が高齢者支援課分でございます。 

 御審議のほどよろしくお願いいたします。 

 

○島川社会福祉課長 社会福祉課でございま

す。 

 説明資料19ページをお願いいたします。 

 事業名の欄、保護施設災害復旧費でござい

ますが、震災に伴う救護施設の復旧に対する

助成として3,200万円余を繰り越しておりま

す。これは、国の補助金交付要綱改正等に時

間を要したため、繰り越したものです。 

 社会福祉課は以上でございます。 
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 よろしくお願いいたします。 

 

○吉田子ども未来課長 子ども未来課でござ

います。 

 20ページをお願いいたします。 

 まず、放課後児童クラブ施設整備事業費に

つきましては、3,410万8,000円繰り越してお

ります。これは、昨年度後半に内示され、年

度内の竣工ができず、繰り越したものでござ

います。 

 次に、尐子化対策重点推進事業費につきま

しては、4,500万円繰り越しております。こ

れは、市町村の結婚支援関係事業につきまし

て、国の経済対策により２月補正で予算措置

したものでございまして、年度内執行が困難

となり、繰り越したものでございます。 

 最後に、児童福祉施設等災害復旧費につき

ましては、10億2,574万7,000円繰り越してお

ります。これは、保育所等における施設設備

の災害復旧費について、主に震災の影響によ

る着工のおくれ等により繰り越したものでご

ざいます。 

 子ども未来課は以上です。 

 よろしくお願いいたします。 

 

○冨永子ども家庭福祉課長 子ども家庭福祉

課でございます。 

 21ページをお願いいたします。 

 繰越明許費についてでございます。 

 事業名の欄をごらんください。 

 児童福祉施設等災害復旧費について2,710

万8,000円を繰り越しております。これは、

児童養護施設等の災害復旧に係る経費でござ

いますけれども、震災の影響によりまして着

工のおくれがございました。着工のおくれ等

により繰り越したものでございます。 

 子ども家庭福祉課は以上です。 

 御審議のほどよろしくお願いいたします。 

 

○奥山障がい者支援課長 障がい者支援課で

ございます。 

 資料の22ページをお願いいたします。 

 まず、民生費の障がい者福祉施設整備事業

費で８億5,600万円余を繰り越しておりま

す。また、災害復旧費の障がい者福祉施設災

害復旧費で10億8,100万円余、こども総合療

育センター施設災害復旧費で659万円余を繰

り越しております。これらは、主に震災の影

響による着工のおくれ等により繰り越したも

のでございます。 

 障がい者支援課の説明は以上でございま

す。 

 

○松岡医療政策課長 23ページをお願いいた

します。 

 １の公衆衛生費で、医療施設消防用設備整

備費、それと回復期病床転換施設整備事業費

の２つの事業について繰り越しております

が、事業計画の変更等によりまして、昨年度

中の完了が困難となったものでございます。

いずれも来年３月末までには完了する計画で

ございます。 

 ３の医薬費の看護職員確保総合推進事業費

について2,426万3,000円を繰り越しておりま

す。こちらのほうは、看護師宿舎の建設に当

たりまして、入札不調等により、昨年度中の

完了ができなかったものですが、ことしの11

月末までには完了の予定でございます。 

 御審議のほどよろしくお願いいたします。 

 

○野尾健康福祉政策課長 25ページをお願い

いたします。 

 報告第11号専決処分の報告でございます。 

 職員の交通事故に関する専決処分の報告で

ございますが、26ページの事故の概要により

説明させていただきます。 

 この事故は、本年１月24日に、県南広域本

部球磨地域振興局保健福祉環境部の職員が、

公務中、人吉市保健センターの駐車場で降車

する際、突風により、右前方のドアが駐車中
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の普通乗用車に接触した物損事故でございま

す。 

 県側の過失割合が100％となり、相手方の

物的損害額４万8,016円を県の損害賠償額と

する内容で和解することについて、本年３月

31日に専決処分を行ったものでございます。 

 職員の注意不足が原因であり、交通事故防

止に向け、さらに徹底するよう取り組んでま

いりたいと考えております。 

 説明は以上でございます。 

 御審議のほどよろしくお願いいたします。 

 

○岡﨑健康づくり推進課長 健康づくり推進

課です。 

 27ページ、報告第19号について御説明をい

たします。 

 歯科保健対策の推進に関する施策の報告で

ございます。 

 歯及び口腔の健康づくり推進条例に基づき

まして、現状、それから28年度の成果、今後

の取り組みの３点について御報告をいたしま

す。 

 概要について、29ページをお願いいたしま

す。 

 まず、熊本県の歯科保健の現状について御

説明いたします。 

 (1)の子供の歯の状況につきましては、１

歳６カ月の虫歯の保有率が2.7％で全国44

位、３歳児が25％で全国42位という状況で

す。また、12歳児の虫歯の本数は平均1.1本

で、これは全国31位です。 

 (2)の成人の歯の状況ですが、歯周病を持

っている人の割合は、40歳、60歳ともに全国

と比べて高い状況にあります。 

 (3)の高齢者の歯の状況ですが、こちらも

全国と比べますとやや悪い状況となっており

ます。 

 (4)の市町村のフッ化物洗口事業の取り組

み状況ですが、保育所、幼稚園の実施率は

77.1％、小中学校における実施率は97.7％と

なっております。 

 裏面、30ページをお願いいたします。 

 (5)のフッ化物洗口事業の成果について、

２点御説明いたします。 

 １点目は、12歳児の虫歯の歯の状況につい

て改善傾向が見られております。平成21年度

は、１人平均2.6本、都道府県順位では全国

46位でございましたが、平成28年度は、１人

平均1.1本、都道府県順位が全国31位に改善

してきております。 

 ２点目は、早期に全小中学校でフッ化物洗

口事業を実施した４町村、玉東町、産山村、

高森町、芦北町において、12歳児の虫歯の本

数が大幅に減尐しております。 

 続きまして、31ページをお願いいたしま

す。 

 28年度の主な取り組みの成果について、関

係課ごとに事業の成果を記載しております。 

 まず、健康づくり推進課関係ですが、8020

運動の推進のための人材育成、啓発、虫歯予

防対策として、フッ化物塗布や洗口事業に関

する助成を行いました。 

 下段の医科歯科病診連携推進事業では、が

ん診療におきます医科歯科連携の拡大に向け

まして、協議会の開催、研修会等の開催をい

たしております。 

 続きまして、32ページをお願いいたしま

す。 

 障がい者支援課の関係では、歯科医師等を

対象にいたしまして、障害児者の方の特性に

対する理解の促進を図りました。 

 次に、医療政策課の関係ですが、県歯科医

師会が実施しております障害児歯科診療及び

八代市歯科医師会が実施しております休日歯

科診療事業の運営費を助成しております。 

 在宅歯科の推進につきましては、医療政策

課関係では、訪問歯科診療を行うための医療

機器の導入についての助成、認知症対策・地

域ケア推進課の関係では、口腔ケアに関する

相談窓口や訪問歯科のマッチングなどを行い
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ます在宅歯科医療連携室、これへの運営費助

成を行っております。 

 続きまして、33ページをお願いいたしま

す。 

 県内14カ所の歯科診療機関に対しまして、

在宅歯科診療に必要な医療機器等の購入費に

ついて助成を行いました。 

 また、歯科医師向けの認知症対応力向上研

修を実施いたしまして、歯科の現場での認知

症の早期発見を含む対応力向上を図りまし

た。 

 子ども未来課の関係事業では、早産予防対

策事業を実施いたしまして、県内の妊婦さん

を対象に、歯周病などの生活指導や妊婦歯科

検診等を行う市町村へ補助を行いました。 

 教育庁体育保健課の関係では、全小中学校

でのフッ化物洗口事業の実施に向け、市町村

や学校の取り組みが円滑に進むように支援を

行いました。 

 また、天草市立の河浦小学校を研究推進校

に指定しまして、実践的な歯・口の健康づく

りをテーマとした研究発表等を行っておりま

す。 

 最後に、34ページ以下でございますが、平

成29年度の主な取り組みの概要につきまして

取りまとめております。 

 取り組みの概要につきましては、ただいま

説明いたしました28年度の取り組み内容とお

おむね重複いたしますので、説明を割愛させ

ていただきます。 

 歯科保健対策についての報告は以上でござ

います。 

 

○田代国広委員長 次に、病院事業管理者か

ら総括説明を行い、続いて、担当課長から資

料に従い説明をお願いします。 

 初めに、永井病院事業管理者。 

 

○永井病院事業管理者 病院局でございま

す。 

 本議会に提出しております議案等の概要説

明に先立ちまして、最近の県立こころの医療

センターの運営状況について御報告を申し上

げます。 

 まず、患者数の動向でございますが、今年

度の入院患者延べ数は、５月末現在で7,826

人であり、熊本地震の影響で増加しました昨

年度より279人減尐しております。 

 また、外来患者延べ数につきましては、５

月末現在で4,519人であり、昨年度とほぼ横

ばいの状況であります。 

 次に、退院後の地域での社会生活を支援し

ます地域生活支援事業につきましては、事業

を開始しました平成26年度の対象患者数は11

名でございましたが、本年５月末現在では24

人と倍増しております。入退院を繰り返して

いた患者の病状悪化を防ぎ、再入院とならな

いなど、着実に成果が上がっているものと考

えております。 

 次に、発達障害を含む児童・思春期医療へ

の取り組みとして、平成29年度に予定をして

おります児童・思春期専用病床の開設につき

ましては、既に県外の専門病院への医師の長

期派遣研修や、看護スタッフの実地研修等を

実施してきたところであります。 

 専用病床開設のための病棟改修等のハード

整備に関しましては、熊本地震の影響で基

本・実施設計の発注等がおくれましたが、去

る６月１日に工事契約を締結いたしました。

平成29年度中の専用病床の開設に向け、着実

に進めてまいります。 

 当センターとしましては、今後とも、精神

科医療におきますセーフティーネット機能と

政策医療への取り組みという県立病院として

の役割を果たせるよう、しっかりと取り組ん

でまいります。 

 それでは、今回提出しております報告第９

号平成28年度熊本県病院事業会計予算繰越計

算書につきまして御説明をいたします。 

 これは、先ほど申し上げました児童・思春



第３回 熊本県議会 厚生常任委員会会議記録（平成29年６月23日) 

 - 10 - 

期専用病床の工事発注が平成28年度中にでき

なかったため、繰り越したものでございま

す。 

 詳細につきましては、総務経営課長から説

明させますので、よろしくお願い申し上げま

す。 

 

○緒方総務経営課長 病院局総務経営課であ

ります。 

 恐れ入ります。ページ戻って、24ページを

お願いいたします。 

 報告第９号平成28年度熊本県病院事業会計

予算繰越計算書であります。 

 これは、現在稼働中の社会復帰病棟の中に

児童・思春期専用病床20床を設置する改修工

事につきまして8,160万4,000円を繰り越した

ものであります。 

 当初の計画では、平成28年度に改修工事を

終了する予定でしたが、熊本地震により、基

本設計及び実施設計の発注が大幅におくれた

上、設計期間も当初予定より時間を要しまし

た。このため、平成28年度中に工事の発注が

できなかったため、繰り越したものでありま

す。 

 先ほど病院局長が申し上げましたとおり、

年度内の開設に向けて取り組んでまいりま

す。 

 病院局からは以上であります。 

 御審議のほどよろしくお願いいたします。 

 

○田代国広委員長 以上で執行部の説明が終

わりましたので、議案等について質疑を受け

たいと思います。 

 委員の皆さんにお願いでございますが、質

疑される場合には、前もってページを述べて

から質疑を行っていただきたいと思います。 

 質疑ありませんか。 

 

○鎌田聡委員 ２ページの住まいの再建加速

化事業で、相談体制を整備するということで

御説明をいただきました。これは窓口を設置

されるということだったと思いますけれど

も、どういう場所に。 

 

○野尾健康福祉政策課長 この住まいの再建

加速化事業につきましては、県事業といたし

ましては、熊本市を除く被災市町村に相談窓

口を設置していこうと思っています。それに

つきましては、大体10名弱、今のところ９名

の予定なんですけれども、９名のいわゆる専

門家、宅建業者等を委託で雇用いたしまし

て、その方たちに市町村を巡回していただく

という形をとらせていただきたいと思ってい

ます。 

 熊本地震につきましては、別途――県事業

も基金なんですけれども、県から市に交付す

る基金として、今総務常任委員会で説明が行

われておりまして、同規模の事業をやってい

くこととなっております。それにつきまして

も、やはり窓口設置等、先ほど申しました個

別相談支援、ここら辺まで見込んでやろうと

思っております。 

 以上でございます。 

 

○鎌田聡委員 じゃあ、一応県事業として

は、熊本市以外の被災市町村に全部窓口をつ

くるということですか。 

 

○野尾健康福祉政策課長 常時いるわけでは

なくて、日を決めながら、ブロックごとに分

けて、週のうち、３日行く、４日行く。被災

の状況に応じて、多分相談量も変わってきま

すので、それにつきましては、市町村と調整

しながら、被災地の方がちゃんと相談が受け

られるように体制は整備していきたいと考え

ています。 

 

○鎌田聡委員 これはあくまでも住まいの再

建ということになる。それぞれのこれからの

生活の相談とか健康面の相談というのはまた
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別に。 

 

○野尾健康福祉政策課長 委員御指摘のとお

り、これについては、住まいに限った専門の

相談窓口です。委員がおっしゃった日常生活

の部分については、昨年度設置しております

地域支え合いセンターで、みなし仮設も含め

て訪問等を行っておりまして、日常生活のお

困り事をお聞きして専門機関につなぐことを

昨年の10月からやっております。 

 以上でございます。 

 

○鎌田聡委員 わかりました。どれだけの相

談があるか、後でまた報告があると思います

けれども、しっかりと対応していただきたい

と思います。 

 それと、もう１点、済みません。 

 ３ページの動物保護管理費ということで、

4,262万ということで計上されておりまし

て、スタッフの増員だとか、飼育環境の整備

だとか、一歩前進だろうというふうに評価を

しております。私もセンターを見に行きまし

たけれども、大変な状況で、施設も、もう日

常的にボランティアに毎日来ていただいて、

パラソルを設置して、雤とか天候悪い日は大

変だろうと思いますから、そういったところ

を尐しでも打開するための車庫の、飼育環境

の整備だろうと思います。 

 いろいろなこれから対策もやっていかなき

ゃならないと思いますし、まずは持ち込ませ

ないとかそういった入り口部分、そして譲渡

とかの出口部分をやらなきゃならないと思い

ますけれども、まず、全部は言いませんけれ

ども、譲渡するときの、この前もちょっと愛

護の運営委員会で議論になっていましたけれ

ども、やっぱり愛護センターの場所もわかり

づらいし、行っても駐車場もないし、そうい

った状況で、なかなかそこの環境を変えてい

かなければ、譲渡会やっても人が来ないよう

なところでもありますので、センター以外の

ところでやるというふうな話も出ておりまし

たけれども、そういった尐し譲渡会の場所と

やり方の検討あたりはどうか、今ちょっとお

考えでしょうか。 

 

○厚地健康危機管理課長 委員御指摘のとお

り、今の動物愛護センター、場所がわかりづ

らい等の御指摘がございます。昨年、そうい

った意見がございましたので、県庁のプロム

ナードで試行的に１回やっております。あい

にく雤でちょっと大変なところではございま

したけれども、そのようなことを今年度も試

行できないかというようなことも含めまし

て、今第２次計画を実施中でございますけれ

ども、そういったことも含めて、第３次計画

を前倒ししてつくっていく中で、あわせて検

討していきたいというふうに考えておりま

す。 

 

○鎌田聡委員 いろいろなやり方もやってみ

て、どうなのかということもやっていかなき

ゃならないと思います。やっと愛護センター

になって、これからの取り組みというのも非

常に――やっとなったから、まだまだだろう

という見方もありますけれども、なったから

大きな期待もまたされているところもありま

すから、いろんな方々の意見も聞きながら、

よりよいやり方というのを模索をしていただ

きたいと思いますけれども、いずれにして

も、ちょっとセンターの場所と環境はどうか

ならないかなと思っておりますので、そこも

含めてぜひ御検討いただきたいと思います。 

 以上です。 

 

○田代国広委員長 要望ですね。 

 

○鎌田聡委員 はい。 

 

○田代国広委員長 ほかにありませんか。 
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○藤川隆夫委員 今の鎌田委員のに関連する

この３ページの動物保護管理の部分の話なん

ですけれども、飼養能力の拡大あるいは譲渡

会の拡大という話がありました。また、今

回、今議会でも前田議員のほうからの質問も

あったかというふうに思っておりますけれど

も、知事のほうが殺処分ゼロという形で掲げ

られておりますけれども、現実問題として、

知事が答弁あったように殺処分ゼロではない

わけで、病気がある動物に関しては当然処分

をするし、やはりかんだりする、悪さするよ

うな犬に関しても、やっぱり対応していくと

いう話がありました。 

 そういうふうな中で、一つは、動物を飼っ

ていらっしゃる方々のモラルの問題が、１点

あると思います。もう一つは、この譲渡会や

られたとして、実はこの渡した後に自分のと

ころでは合わないからといって戻せるような

仕組みがあるのかどうか。そして、私が聞い

た話だと、どうもそれがないみたいなので、

渡したら、そこで何とか最後しなさいよの世

界になっているというふうに聞いていますの

で、そうであるなら、やっぱり自分のところ

が合わないなら、またそれを、動物を完全に

自分のところで飼わずに、逆に言うと虐待し

ている、あるいはそのまま放し飼いにしたり

という話、それはもう出てくると思いますの

で、その付近の仕組みというのはどう考えて

いらっしゃるのか。 

 

○厚地健康危機管理課長 委員御指摘のとお

り、飼っている方のモラルの話もございます

し、あるいは譲渡会後で合わないというよう

な話もございます。他県においては、譲渡

会、お試し譲渡みたいな制度もございますの

で、そういったものもあわせて、先ほど申し

上げました第３次計画の検討の中で、あわせ

て検討してまいりたいというふうに考えてお

ります。 

 

○藤川隆夫委員 わかりました。 

 やっぱり譲渡会、きちんといいような形に

持っていくには、やはり一旦譲渡されても、

合う合わない、先ほど言ったようにあります

ので、その場合は柔軟に対応していただい

て、また愛護センターで引き取って、またほ

かの人を探すとか、ほかの人に結びつけてい

くというふうな事業というのも何かされると

いうふうな話だったんで、ぜひそれをやって

いただきたいと思います。よろしくお願いい

たします。 

 もう１点、よろしいですか。 

 これは別の話で、４ページの介護保険対策

費の部分で、介護報酬に関しまして処遇改善

の話、これも前からずっと出ている話であり

まして、その中で必ず問題になってくるの

が、実は介護職員だけの費用の増加、それ以

外にも介護施設には職員がいます。その方々

とのバランスの問題が必ず出てきます。そし

て、それは法人によって差別もある。きちん

とほかの職員にも出すところもあれば、ほか

の職員には出さずに介護職員しか出さないと

ころもある。やっぱりそれによって不平、不

満というのが、実はその１つの施設の中で職

種によって出てきているという現実が実はあ

ります。その中で、恐らくもう調査もされて

いるかと思いますけれども、介護職員とほか

の職種、看護職だとか事務職だとか、その方

々との介護報酬が１枚のってきた段階におい

ての給与体系の変化というかな、そういうの

は各施設によって違うと思うんだけれども、

その付近の調査というのはされていますか

ね。 

 

○谷口高齢者支援課長 高齢者支援課でござ

います。 

 ただいま藤川委員おっしゃいましたこの処

遇改善加算の制度の導入に伴いましての他職

種とのバランスの調査につきましては、現在

のところはまだ調査はしておりません。 
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 介護職員の賃金改善効果がどのくらいあっ

たかというのは、平成27年度の実績で調査は

しておりますけれども、まだ、今申し上げま

したように、他職種とのバランスにつきまし

ては、各事業所においてそれぞれ異なるとは

思いますけれども、それについては、また今

後調査のほうは検討していきたいというふう

に思っております。 

 

○藤川隆夫委員 ぜひ調査していただいて、

やっぱり一緒に仕事している、チームで仕事

をしているわけなんで、やはり介護職だけ上

がってほかのところは全然上がらぬ。逆に言

うと、逆転現象が起きているところもありま

す。看護職より介護職のほうが高くなると、

そんな話すらありますので、そうなってくる

と、じゃあ看護職は、もうそれなら介護現場

やめた、ほかのところに行くという話になる

と、現実問題として、やっぱり介護現場も看

護師不足というのが起こっております、医療

関係だけじゃなくて。そういうところにも影

響を及ぼしますので、ぜひその各施設、法人

の実態を調査していただいて、その不公平感

が出ないようなことも含めて指導していって

もらえればと思います。よろしくお願いしま

す。 

 

○田代国広委員長 ほかに。 

 

○山本伸裕委員 報告の19で、口腔……。 

 

○田代国広委員長 何ページですか。 

 

○山本伸裕委員 32ページ。口腔ケアの問題

についてお尋ねしたいんですけれども、私

も、ちょっとおくればせながら、この口腔ケ

アのことを勉強しておって非常に大きな病気

の予防効果があるんだなというようなことを

認識しましたし、全ての診療科において在院

日数の削減効果があるというようなことも発

表されております。ということは、医療費を

削減するというような取り組みにおいても、

この口腔ケアの取り組みの促進というのは非

常に大きな効果があるんじゃないかなという

ふうに思うんですね。 

 ただ、高齢者は、なかなかやっぱり歯医者

に行かない、あるいは要介護の方であるとか

そういった方々が、実際に治療とか口腔ケア

が必要であるけれども、実際に３分の１程度

しか行ってないというような統計もお聞きし

ているんです。実際、こういった高齢者ある

いは要介護者が、歯科診療あるいは口腔ケア

などにちゃんと受診できるような、そういっ

た県としても促進を図るような取り組みある

いは地域ごとの課題とかそういったものがあ

れば教えていただきたいと思います。 

 

○岡﨑健康づくり推進課長 健康づくり推進

課です。 

 高齢者の歯科保健対策につきましては、市

町村が、健康増進法に基づきまして、歯周病

検診、これは40歳から10歳刻みで70歳まで行

っております。この中で、歯と口腔の全身の

健康状態についての関係を調べる知識の普及

啓発、8020運動の推進、こういったものに取

り組んでいるところでございます。 

 あわせて、28年度から、後期高齢者医療制

度の被保険者の中で対象といたしました後期

高齢者医療歯科口腔健康診査、これが熊本県

後期高齢者広域連合等で実施されておる状況

でございます。 

 

○山本伸裕委員 そのことはわかりました。 

 厚生委員会のちょっと議事録なんかも勉強

させていただいたところ、口腔保健センター

ですか、そちらが何か赤字経営というような

議論もあっていたかと思うんですけれども、

それが何か熊本の場合は県の歯科医師会立に

なっているんですかね。これは、地域保健対

策の推進に係る基本的な指針というのを読ん
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だら、都道府県、政令市、特別区は、口腔保

健支援センターを設置するというふうなこと

が書かれているんですけれども、それとの関

係といいますか、それはどういうふうに理解

したらいいんですか。 

 

○岡﨑健康づくり推進課長 ちょっと言葉が

似ているものがありまして、最初におっしゃ

いました口腔保健センターにつきましては、

これは、歯科医師会の裏といいますか、中に

設置しておりまして、障害者の歯科診療事業

を行っている施設でございます。後半のほう

でおっしゃいました口腔保健支援センターと

いうのは、これは、基本的に都道府県、政令

市の中に行政組織として設置する組織でござ

います。 

 熊本県におきましては、現在、口腔保健支

援センターそのものは設置しておりません

が、設置しておるような県が実施しておりま

す事業等につきましては、おおむね実施して

おるところでございまして、今現在、支援セ

ンターの設置につきましては、費用対効果等

も含めまして県のほうで検討しているところ

でございます。全国で26カ所程度が設置され

ておるというふうに聞いております。 

 以上でございます。 

 

○山本伸裕委員 わかりました。 

 最初発言したように、やっぱりかなり大き

な病気等の予防効果があるというようなこと

ですので、これから地域医療構想とかの関係

で、やっぱり医療費をどう抑制、抑えていく

かというようなことも課題になってくると思

うんですけれども、その際の予防医療の観点

から、県としてもぜひここは力を入れていた

だきたいなというふうに思いました。 

 以上です。 

 

○田代国広委員長 ほかにありませんか。 

 

○溝口幸治委員 関連してですが、今の歯科

保健対策の件で、29ページあたりになります

が、これは議員提案で超党派でつくった条例

ですね。条例つくって今７年で、まさにこの

フッ化物洗口の取り組みは本当、執行部の皆

さん方、地道な――教育委員会と連携して、

ここまで進めてきて、本当に敬意を表すると

ころでありますが、大津町、委員長の地元な

ので、なかなか聞きづらいところですが、こ

こは地震の影響とかそういうのがあったとい

うふうに聞いていますが、ここもそろそろ取

り組む体制ができているのかどうかというの

が１点と、この条例をつくるときに議論にな

ったのは、いわゆる養護教諭の方々と意見交

換をしたときに、すぐ健康づくりとか体のこ

とに関すると、養護教諭に学校の先生、校長

先生が丸投げして、養護教諭は非常に負担が

ふえているんだというふうなお話があって、

この制度設計をするときに、養護教諭の負担

にならないような仕組みをしっかりやってく

ださいということでスタートしました。今現

在、その養護教諭の先生方から、実際やって

いるところから苦情なり、何か負担がふえた

みたいな声があっているのかどうか、この２

点について。 

 

○岡﨑健康づくり推進課長 まず、大津町の

件ですが、昨年、大津町につきましては、阿

蘇の児童生徒が大津町のほうに避難してきて

小学校に入った。そういうことで若干混乱も

ございまして、昨年度、ちょっと実施する予

定が延ばされまして実施できなかったという

ことでございます。 

 ことしになりましてから、教育庁のほうで

働きかけをしていただきまして、まず、大津

町の中学校に関しては全校、６月20日までに

実施しております。小学校につきましても、

夏休みまでには実施する体制が整うというこ

とでお聞きしておりますので、２学期から

は、一応小中学校に関しましては、大津町も



第３回 熊本県議会 厚生常任委員会会議記録（平成29年６月23日) 

 - 15 - 

含めまして、熊本市を除きますと100％実施

率になるかと思われます。 

 それから、もう１点の養護教諭の問題につ

きましては、委員御指摘のように、過度の負

担が養護の先生にかからないように、各市町

村におきましては、それぞれの地域の特性に

応じて、健康部局でありますとか、あるいは

総務の職員でありますとか、いろんな学校の

職員、そういった方が、それぞれ地域ごと

に、どういう体制がその町でやりやすいのか

ということで工夫されて、実施されておると

いうふうに聞いております。 

 現状では、養護の先生から不満等について

の声は上がってきておらないというふうな状

況でございます。 

 

○溝口幸治委員 ありがとうございました。

安心しました。 

 この条例をつくったときに、フッ化物洗口

に対する御意見もさまざまあったわけですけ

れども、さっき山本委員がおっしゃったよう

に、これはフッ化物洗口だけをやる条例じゃ

なくて、いわゆる生涯を通じて歯及び口腔ケ

アをしっかりやることが健康づくりにとって

一番大事だということと、さっきもお触れに

なりましたけれども、結果的に医療費が削減

される、県やほかの自治体の負担もそれによ

って減ってくる、そういう社会を目指してい

こうということでやっていますので、ぜひ、

先進的な取り組みのところはしっかり数字と

して成果が出てますので、こういったものを

わかりやすくそれぞれの自治体とか学校現場

にもしっかり告知をしていただいて、ますま

す進むように頑張っていただきたいというふ

うに思います。 

 以上です。 

 

○田代国広委員長 ほかにありませんか。 

 

○藤川隆夫委員 12ページの医療施設の耐震

化臨時特例基金がもう終了という話になって

おりますけれども、今までに――平成27年か

らされていると思いますけれども、どれだけ

の施設で実施され、これは当然ベッド１割削

減が条件になっていたと思うんですけれど

も、どの程度のベッド削減ができたのかとい

うこと、わかりますかね。 

 

○松岡医療政策課長 まず、１点目の施設整

備の状況ですけれども、新築、増改築、いろ

いろあるんですが、災害拠点病院等含めて、

あるいは２次救急医療機関、14の病院に対す

る補助を行っております。その補助に絡め

て、病床の変化がどうなったかというのは、

済みません、ちょっと調べさせていただいて

よろしいですか。 

 

○藤川隆夫委員 たしか１割削減が前提にな

っていたかと思うんで。 

 

○松岡医療政策課長 新築だけでもありませ

んので、耐震補強の分もありますから、ちょ

っと済みません。 

 

○藤川隆夫委員 後で構いません。 

 ただ、これをやめるに当たって、やっぱり

ほかに申し出がなかったからということでい

いのか、それとも、もともと、これはこれで

切れるようになっていたのかというのを。 

 

○松岡医療政策課長 これは、平成21年度、

いわゆるリーマン・ショック後の経済対策で

事業化されております。ですから、予定をさ

れた、いわゆる事前に計画対象施設を整理を

して、この分についての予算ということで、

実は、今回熊本地震があって、医療企画のほ

うへは、耐震補強に関するニーズとか、耐震

化されてない医療機関というのはまだ多数ご

ざいますので、既存の補助事業というのも周

知をしておりますが、なかなかその耐震化が
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進まない理由というのは、要は、補助の今の

いわゆる対象の金額あるいはその対象の経費

というのが十分でないというふうなお話も伺

っております。国のほうに、そういう既存の

耐震化補助の拡充あるいは新設あたりも含め

て今要望をしているところでございます。 

 

○藤川隆夫委員 わかりました。おっしゃっ

たように、まだ民間病院の中で耐震化しなき

ゃいけないような病院まだ残っているかと思

いますので、できるだけしやすいような条件

を県として国に対して要望していっていただ

ければと思いますので、よろしくお願いいた

します。 

 もう１点、済みません。 

 実は、インフルエンザのワクチンの備蓄の

話が――16、17ページです。 

 今までも何度もこの場で話をさせてもらっ

ているんですけれども、実は、県が医薬品

を、インフルエンザの薬を備蓄している状況

があって、期限がある程度あって、期限が切

れるとそれを廃棄処分にしているという極め

てもったいない話がずっと続いております。 

 今回も、約33万3,200人分のうち、７万

7,000人分を廃棄するという話が先ほどあっ

たかと思います。極めてもったいない話なん

ですけれども、これは、国との関係が恐らく

あって、こうせざるを得なくなっているんだ

ろうというふうに思っております。 

 本来であるなら、この廃棄する分をもっと

有効活用できないかと、前、この場でも言っ

たことがあるんですよね、大分前なんですけ

れども。実は、東南アジア等の発展途上国に

この薬を使って、要は、外交をやってもいい

んじゃないかという話もさせてもらったこと

があるんですけれども、なかなかそこは難し

いような話で、恐らく製薬会社との契約の話

に絡んでくるだろうと。 

 それとは別に、今回、イナビルを選定され

た理由というのは何かあるのか。今までタミ

フルとリレンザが入っていたと思います。今

回はイナビルになっています。これはメーカ

ーが３つとも違う。だから、逆に言うと、国

のほうでメーカーを順繰り契約しているの

か、それとも使いやすいものに変えているの

か、これはどうなんだろうと思って、ちょっ

とその付近教えてもらえますか、何かわかっ

ているなら。わかっていないならわかってな

いで構わないですよ。 

 

○厚地健康危機管理課長 まず、イナビルに

ついてですが、今回イナビルを選定した理由

といたしまして、まず、購入単価が一番安い

ということが１つございます。それと、１回

の服用で済むということで、利用しやすい。

それと、医療機関が非常に今多く実際使って

いらっしゃるというようなことがございます

ので、イナビルを今回は選定させていただい

ておりますが、委員御存じのとおり、そのイ

ンフルエンザの薬につきましては、タミフル

あるいはタミフルドライシロップ、リレン

ザ、イナビル、ラピアクタ等ございますけれ

ども、これはそれぞれに備蓄をしてございま

して、それのバランス等も考えながら、今回

は、今の理由も含めまして、イナビルという

ことにさせていただいておりますということ

でございます。 

 

○藤川隆夫委員 じゃあ、これは選定するの

は県のほうで決められるということでいいん

ですね。 

 

○厚地健康危機管理課長 それと同時に、国

が示す各県ごとの保有目標割合というのがご

ざいまして、そこも加味しながら選定してい

くということになっております。 

 

○藤川隆夫委員 今のでわかりました。国の

ほうからこれを買えとか言っている話じゃな

いなら、まあいいかなと思って、こっちのほ
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うで決めているならいいかなと思いましたの

で。ありがとうございました。 

 以上です。 

 

○田代国広委員長 ほかにありませんか。 

 なければ、以上で質疑を終了します。 

 それでは、ただいまから、本委員会に付託

されました議案第１号、第３号、第10号、第

11号及び第16号について、一括して採決した

いと思いますが、御異議ありませんか。 

  （｢異議なし｣と呼ぶ者あり） 

○田代国広委員長 御異議なしと認め、一括

して採決いたします。 

 議案第１号外４件について、原案のとおり

可決または承認することに御異議ありません

か。 

  （｢異議なし｣と呼ぶ者あり） 

○田代国広委員長 御異議なしと認めます。

よって、議案第１号外４件は、原案のとおり

可決または承認することに決定いたしまし

た。 

 次に、今回付託された請第25号を議題とい

たします。 

 請第25号について、執行部から状況の説明

をお願いします。 

 

○野尾健康福祉政策課長 健康福祉政策課で

ございます。着座のまま説明させていただき

ます。 

 請願によります被災者生活再建支援金につ

きましては、請願にありますとおり、被災者

生活再建支援法に基づき、住宅が自然災害等

により被害を受けた世帯を対象に支給される

ものです。これには２種類ございまして、ま

ず、住宅の被害程度、全壊でございますと

か、半壊でございますとか、大規模半壊、罹

災証明に沿って支給される基礎支援金と再建

方法に応じて支給される、例えば、建設・購

入、補修、賃貸ということで支給される加算

支援金で構成されております。 

 基礎支援金の金額につきましては、複数世

帯、いわゆるひとり暮らしじゃない２人以上

の世帯なんですけれども、それで、全壊世

帯、半壊等の事情で住宅を解体した世帯、長

期避難世帯には、基礎支援金として100万

円、大規模半壊世帯には50万円支給されてお

ります。なお、ひとり暮らし、単数世帯に

は、複数世帯の４分の３の金額となっており

ます。 

 次に、加算支援金でございますが、これ

も、複数世帯では、建設・購入で200万、補

修は100万、賃貸で50万円支給されることに

なります。単数世帯では、複数世帯の４分の

３の金額となります。 

 ですから、請願にあります300万と申しま

すのは、例えば、全壊もしくは半壊以上で住

宅を解体した世帯が、建設・購入で住宅を建

て直したという場合で300万というケースに

なります。 

 本県といたしましては、発災直後からこれ

までも、当支援金の見直しについては国に対

して要望をしてまいりました。具体的には、

発災直後の５月から国に対する要望項目とし

ておりまして、半壊、宅地被害等への対象範

囲の拡大等を要望しております。 

 なお、一部損壊世帯については、同支援制

度の対象となっておりません。これにつきま

して国と再三協議をしてきたんですが、なか

なか国のほうも法改正が間に合わない、なか

なか東日本の実情もあるというふうな御理由

をいただきまして、このままでは一部損壊に

対しては支援はできないということになりま

したが、被災市町村といろいろ協議を行いま

して、やはり一部損壊の中でも修理費用を多

額に支出した、私たちの義援金の基準でいき

ますと、修理費用を100万以上支出した世帯

に対して義援金を10万円支出しようというこ

とで配分委員会で決定しておりまして、それ

に基づいて今義援金を配分している状況でご

ざいます。 
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 説明は以上でございます。 

 

○田代国広委員長 ただいまの説明に関して

質疑はありませんか。 

 なければ、これで質疑を終了いたします。 

 次に、採決に入ります。 

 請第25号についてはいかがいたしましょう

か。 

  （「採択」｢不採択」と呼ぶ者あり） 

○田代国広委員長 採択、不採択、両方の意

見がありますので、採択についてお諮りいた

します。 

 請第25号を採択することに賛成の委員の挙

手を求めます。 

  （賛成者挙手） 

○田代国広委員長 挙手尐数と認めます。よ

って、請第25号は、不採択とすることに決定

いたしました。 

 次に、閉会中の継続審査事件についてお諮

りいたします。 

 議事次第に記載の事項について、閉会中も

継続審査することを議長に申し出ることとし

てよろしいでしょうか。 

  （｢はい｣と呼ぶ者あり） 

○田代国広委員長 それでは、そのように取

り計らいます。 

 次に、その他に入ります。 

 執行部から報告の申し出が３件あっており

ます。 

 まず、報告について執行部の説明を求めた

後、一括して質疑を受けたいと思います。 

 それでは、順次報告をお願いします。 

 

○奥山障がい者支援課長 障がい者支援課で

す。 

 その他の報告事項として、熊本県やさしい

まちづくり推進指針について御報告させてい

ただきます。 

 指針の本体は別添で配付させていただいて

おりますが、説明は、委員会報告事項と書い

た資料のほうでさせていただきます。 

 まず、資料の１ページをお願いいたしま

す。 

 この指針は、高齢者や障害者など、自立と

社会的活動への参加を促進するための指針で

す。これまでやさしいまちづくり推進計画と

して策定しておりましたが、熊本地震の発生

と平成28年度末の計画期間の終了を受けて、

地震後の復旧、復興のできるだけ早い段階か

らスピードを持ってやさしいまちづくりの視

点を導入するために、指針という形で策定作

業を進めていたところでございます。 

 ２の概要になりますが、熊本地震からの復

旧、復興の中で、高齢者や障害者等にとって

障壁がなく、安心で希望に満ち、生き生きと

活躍できる新たな熊本の創造を目標として掲

げております。 

 また、指針の特徴としては、震災復興の取

り組みにやさしいまちづくりの視点を導入す

ること、障壁除去の施策への重点化によりバ

リアフリー化を促進すること、さらに、昨年

４月に施行された障害者差別解消法の理念で

ある、合理的な配慮を的確に行うための環境

整備を進めることとしております。 

 具体的な推進施策としては、推進方向、１

から５に掲げます５つの分野の障壁除去につ

いて、63の施策に取り組むこととしておりま

す。 

 その他、指針の対象期間は、熊本復旧・復

興４カ年戦略と連動した取り組みとするた

め、平成29年度から31年度末までとしており

ます。 

 スケジュールとしては、これまでやさしい

まちづくり推進協議会及び策定専門委員会で

指針案の協議を行ってまいりまして、本年３

月の本委員会で指針案の概要について御説明

させていただいたところでございます。その

後、４月から５月にかけてパブリックコメン

トを実施し、意見なしでございましたので、

本日、当委員会に御報告の上、７月に策定、
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公表を行いたいと考えております。 

 障がい者支援課からの報告は以上でござい

ます。 

 

○野尾健康福祉政策課長 健康福祉政策課で

ございます。着座のまま説明させていただき

ます。 

 その他報告事項、②被災者の生活支援の状

況等について説明させていただきます。 

 資料につきましては、２枚おめくりいただ

きまして、Ａ４縦の被災者の生活支援の状況

等についてという資料をごらんください。よ

ろしいでしょうか。 

 まず、１、被災者の状況をお願いします。 

 現在、建設型仮設住宅には約4,100戸、１

万800人、借り上げ型には約１万5,000戸、３

万4,700人、公営住宅には約1,200戸、2,500

人、合計で２万300戸、４万8,000人の被災者

が入居されております。 

 次に、地域支え合いセンターの活動状況に

ついて説明いたします。 

 (1)概要をお願いします。 

 事業主体は被災市町村であり、市町村社協

に市町村が委託を行い、運営されておりま

す。 

 建設型の仮設住宅がある市町村16市町村の

うち、産山村を除く15市町村に設置しており

ます。 

 事業内容は、借り上げ型、いわゆるみなし

仮設を含む仮設住宅入居者等への訪問、相

談、専門機関へのつなぎ等を主な業務として

おります。 

 (2)活動状況をお願いいたします。 

 下の表に示しております訪問、電話等によ

り、５月末で被災者とのコンタクトは延べ14

万5,000回を超えており、被災者への面談等

を通じまして、各世帯の状況や課題を把握

し、生活支援を進めております。 

 次に、ページをおめくりいただいて、３、

熊本こころのケアセンター活動状況について

説明いたします。 

 所管課は障がい者支援課でございますが、

私のほうから一括して説明いたします。 

 (1)概要をお願いいたします。 

 こちらのほうは、事業主体は熊本県で、公

益社団法人熊本県精神科協会に委託し、運営

しております。 

 主な事業内容は、電話、来所、訪問等によ

る相談対応でございます。 

 (2)活動状況をお願いいたします。 

 基本、市町村の要請または被災者の電話相

談等により、訪問による支援を実施し、ま

た、あわせて、被災者の心と体の健康調査を

実施しております。 

 相談件数は、５月末で延べ543件、被災者

への技術支援は180件となっております。 

 こころとからだの健康調査、５月末速報値

について説明いたします。 

 当調査は、仮設住宅に入居する18歳以上の

被災者の方を対象とし、希望のあった12市町

村で、本年３月から４月にかけて実施いたし

ました。回答数は、対象約３万4,000人中１

万2,000人で、回答率は36％でございます。 

 調査結果の概要です。 

 表に示したとおり、東日本震災後の宮城県

調査とほぼ同程度の結果となっております。 

 ４、今後の支援の方向性について説明いた

します。 

 記載しておりますとおり、こころのケアセ

ンターの調査結果等も含め、日常生活や住ま

いの再建等に支援が必要な世帯につきまして

は、６月末を目途に、各市町村において、世

帯ごとに日常生活の課題、住まいの再建の課

題に応じて、支援方針を定められました個別

支援計画を作成することとしており、この計

画に基づき支援を進めていくこととしており

ます。 

 続きまして、その他報告事項③住まいの再

建に係る意向調査について説明させていただ

きます。 
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 資料につきましては、Ａ４縦の住まいの再

建に係る意向調査の結果について、中間取り

まとめ、６月１日現在をごらんください。 

 当調査につきましては、本年３月から６月

にかけて実施しております。 

 対象は、県内のみなし仮設を含む仮設住宅

に入居しております約１万9,000世帯を対象

としております。 

 ６月１日時点、回答率は、約７割でござい

ます。 

 調査結果の概要、中間取りまとめについて

説明いたします。 

 ４の①被災前の住居形態でございますが、

全体では、６割が持ち家という状況でござい

ます。応急仮設、建設型におきましては、約

９割が持ち家。みなし仮設、借り上げ型にお

きましては、約５割が持ち家ということにな

っております。みなし仮設の場合は、民間賃

貸から移ってこられた被災者の比率が非常に

高い状況になっております。 

 次に、②世帯構成でございます。65歳以上

の世帯が約３割を占め、65歳以上の単身世帯

の割合もその半数、約16％を占めておりま

す。応急仮設とみなし仮設とで比較いたしま

すと、応急仮設のほうが65歳以上の世帯割合

が約４割、みなし仮設の場合は３割弱という

結果になっております。 

 ③今後の住まいの希望でございます。回答

数全体の約８割の方が再建先を決めていらっ

しゃいます。応急仮設においては約７割が自

宅再建を、みなし仮設においては約５割が自

宅再建で、みなし仮設の場合は、３割が民間

賃貸という結果になっております。 

 裏面にお移りください。 

 ④住まいの希望予定の問題についてでござ

います。この問いは、③で住まいの希望を決

めていると回答された方に対する設問でござ

います。その中で、予定どおりに進むと回答

された方が約65％、問題ありと回答されたも

のが約35％となっております。問題があると

した比率は、みなし仮設を見ていただくと、

みなし仮設の場合、32％であるのに対し、応

急仮設が45％と高い比率を示しております。 

 なお、その問題については、適切な情報が

ない、資金のめどが立たないということが多

くなっております。 

 ５、今後の取り組みについて説明いたしま

す。 

 (1)に記載しておりますように、６月末ま

で調査を継続し、回答数をふやし、課題の把

握や支援内容の明確化を図っていきます。 

 (2)に書いておりますが、先ほど説明いた

しました住まいに関する専門家による相談窓

口の設置を、今６月定例会に提案しておりま

す予算について御議決いただければ、窓口を

早急に設置し、被災者が抱える住まいに関す

る課題について、寄り添った支援を進めてい

きたいと考えております。 

 (3)では、仮設住宅の供与期間の延長につ

いて記載しております。さらに、詳細な個々

の状況を把握し、国と協議を進めてまいりま

す。 

 なお、米印に記載しておりますが、みなし

仮設住宅につきましては、２年間の定期借家

契約であるため、借地借家法の適用を受ける

ことになります。そのことから、入居者に対

し、契約期間満了の６カ月前までに契約更新

の有無について通知する必要がありますの

で、今後、その更新の手続について進めてい

くこととなります。 

 なお、その手続内容については、今後検討

し、県民の方には早目にお示ししたいという

ことを考えております。 

 説明は以上でございます。 

 

○田代国広委員長 報告が終了しましたの

で、質疑を受けたいと思います。 

 質疑はありませんか。 

  （｢ありません」と呼ぶ者あり） 

○田代国広委員長 なければ、これで報告に
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対する質疑を終了いたします。 

 次に、その他で委員から何かありません

か。 

 

○髙島和男委員 １点、ちょっとお尋ねでご

ざいますけれども、先般から化血研のことが

随分と報道がされております。５月の30日に

理事長が交代されたということと、そして６

月に入って、８日には知事にお会いに来られ

たと、新理事長ですね。18日には、新体制と

いうことで、新しい形での評議員会が開催さ

れたということでございますけれども、でき

る範囲、かいつまんで、一連の流れというの

を御説明いただければと思います。 

 

○渡辺政策審議監 化血研の経緯ということ

でございまして、御承知のとおり、化血研に

つきましては、従来から、薬の不正製造とい

いますか、こちらのことで事業譲渡等の検討

を進めていらっしゃいました。国ともずっと

協議されておりましたけれども、今般、前理

事長が辞任されたというのが、伺っているの

は一身上の理由でというふうに伺っておりま

す。 

 それを受けまして、あと１人の理事の方が

新たに理事長に――ということで、私たちが

承知しておるのは以上でございまして、新理

事長のほうも、これまでと同様に、事業譲渡

なり、体制の見直しについては一生懸命国と

協議しながら進めていきたいというふうに伺

っております。 

 

○髙島和男委員 新理事長のお話によると、

一般財団法人という法人形態にはもうこだわ

らなくていいんだと。知事も、コメントに書

いてあったのは、時間をかけないほうがいい

といったようなことが地元紙にも掲載をされ

ておりました。 

 一方で、県の考え方としては、雇用は守っ

てもらいたいということ、それと、本社機能

は熊本に置いてもらいたいということ。そう

すると、化血研からすれば、これまで同様、

血液製剤、あるいは人、動物に対するワクチ

ンもつくっていきたい、海外展開もしたいと

いうような御希望を持っていらっしゃる。 

 一方では、また、合志市に、この前も報道

ありましたように、新しい工場を250億円か

けて昨年の６月からつくっていらっしゃる。

何かあの６月の時点で建設に着工されている

というのは非常に何かちぐはぐなような気が

してならないんですね。国とは対立をされて

おる中にあって新しい工場も片一方じゃつく

っていこうとされている。 

 譲渡する側と、もらい受ける側がおるわけ

ですが、いろんなこういう条件を、こっち側

が、譲る側としてつけたとして、もらい受け

る側というのはどうなんだろうというのがち

ょっと私は懸念を覚えているんですが、いか

がですか。 

 

○渡辺政策審議監 あくまでも事業譲渡等に

つきましては、民民の話でございますので、

両者の意思、化血研の希望、さっきおっしゃ

った雇用の確保ですとか、拠点の維持とか、

そういったものを柱に化血研のほうは条件を

考えておられるでしょうし、それを受け入れ

るところがあるかどうか、そういったことに

なってきますので、そこは国とも相談しなが

ら、私たちも、いろいろ関与できる部分は関

与しながら進めていくのだろうというふうに

思っております。 

 

○髙島和男委員 おっしゃるように民民の話

ですから、なかなか県が立ち入ってというの

は難しいとは思うんですけれども、ぜひでき

る範囲の中で注視をしながらお願いしていき

たいと思います。 

 以上です。 

 

○田代国広委員長 ほかにありませんか。 
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○鎌田聡委員 子供の貧困の実態調査、本会

議でも議論になっておりますけれども、以前

ちょっとお尋ねをした部分でありますが、ち

ょっとまた御確認と要望をさせていただきた

いと思います。 

 今熊本市以外の市町村の小５と中２に対し

て、子供さんと保護者向けで調査をされてお

りまして、より実態を把握するためには、多

くのところにしっかりと取り組んでいただく

ということは重要だろうというふうに思って

ますし、私もそういうことを求めてきた経緯

もありますが、ただ、より実態を正確に把握

したいがゆえに、その内容が、保護者さん向

けのやつは、多分、これは貧困の連鎖を考え

る上で学歴を問うところもあると思います

し、あと、収入とか諸手当をもらっているか

どうかということも、非常にそういったとこ

ろも問いの中にあるわけで、そこに対して保

護者の反応だとか、また、それを配付される

学校のほうも、尐しちゅうちょしながらやっ

ているというところもちょっとお伺いしてお

りますので、あくまでもこれはそういった実

態を把握した上で貧困の施策に反映していく

ということで、それはそれでいいんですが、

やっぱり受けとめるほうがその辺をきちんと

わかっていなければ、何でこういうことを書

かなきゃならないのかとか、それを求める先

生たちも非常にやっぱり、これをちょっとと

っていいんだろうかというふうな思いがある

部分もあるというふうに聞いてますので、い

ま一度やっぱり、多分教育委員会を通してや

られていると思いますけれども、そういった

ところに対して、きちんとこちらの趣旨と、

そして扱いについても、やっぱり出したくな

い保護者も必ずこれはいらっしゃると思いま

す。そういったところが強制に当たらないよ

うにとか、あと、プライバシーがきちんと、

多分名前を書くところはありませんので、わ

からないと思いますけれども、ただ、保護者

と子供の部分がやっぱり連動させてとらなき

ゃわからない部分もあったりしますので、そ

ういったところ、もしかするとそういったと

ころ、いろんなところに漏れていってしまう

んじゃないかというふうな懸念もあるんじゃ

ないかなと思いますので、いま一度、そこの

徹底というか、こちら側の考えをしっかりと

お伝えしていただきたいと思いますけれど

も、いかがでしょうか。 

 

○冨永子ども家庭福祉課長 こちらの生活実

態調査につきましては、特に調査の項目につ

きましては、内閣府のほうから調査の項目の

案というのも提示されておりまして、それも

参考にしながら、例えば所得の状況でありま

すとか、学歴でありますとかということにつ

いてもお尋ねする内容になっております。事

前に市町村にはよく本調査についての趣旨

を、２回に分けて御説明をしたところでもあ

ります。また、教育委員会に対しては、事前

にお願いしまして、協力を依頼するという形

をとりました。 

 委員おっしゃいましたように、御不安に思

っていらっしゃるという声も私どものほうに

も届いております。それで、昨日、教育委員

会ともお話をいたしまして、再度通知を出し

ております。通知の内容につきましては、や

はり個別に、例えば調査票が届かないといっ

て個別に働きかけをしないということ、学級

全体に対して集めるような形にお願いしたい

というお話をしております。 

 また、調査の封入にいたしましても、お子

さんに情報の内容が知られるのがちょっと余

りよろしくないというお考えの保護者もいら

っしゃるということですので、それは市町村

の状況にお任せしまして、例えば、親が最終

的には封入をして出すという形もお願いする

ということで、通知を昨日出したところでご

ざいます。 
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○鎌田聡委員 ぜひ、多分そういった通知も

含めて、されるときにもしっかりと対応され

ていたかと思いますけれども、それでもなか

なか受けとめる側は初めてのことですからい

ろいろな不安もあると思いますので、再度通

知を出されたということで、もう一度しっか

りとその辺を徹底していただきたいと思いま

す。 

 それと、もう１点、これをとられた後に県

立大学のほうで何か分析をされるということ

でありますけれども、これは何で県立大学な

のか。その県立大学の先生は、貧困問題の何

か専門家の方だから県立大学なんでしょう

か。 

 

○冨永子ども家庭福祉課長 県立大学におき

まして、地域貢献事業ということで事業に取

り組んでおられまして、幾つかの研究項目を

探しておいででした。私どものほうからこの

貧困調査をするというお話をしましたとき

に、研究項目として取り上げたいということ

で御承諾をいただいたものですから、総合管

理学部の先生にお願いをしているところでご

ざいます。 

 

○鎌田聡委員 子供の貧困を御専門にされて

いる先生なんですか。 

 

○冨永子ども家庭福祉課長 特に御専門――

総合管理学部の先生でございまして、これま

でも貧困調査をされたということについては

特にお聞きはしておりません。ただ、経済的

な状況、それから総合政策的な行政の施策に

ついては専門家の方でございます。 

 

○鎌田聡委員 まあ、せっかくこのような調

査をやられるわけですから、しっかりとその

分析もしていただきたいと思います。その分

析だけじゃなくて、やっぱり行政として、こ

れからどのような施策をとっていくのかとい

うことが非常に重要になってくると思います

ので、非常にこれはやっぱりきちんとした成

果につなげていかなければならない調査だと

思いますので、いろんな面も注視しながらし

っかりと対応していただきたいと思います。 

 以上です。 

 

○田代国広委員長 ほかにありませんか。 

 なければ、以上で本日の議題は終了いたし

ました。 

 最後に、要望書が２件提出されております

ので、参考としてお手元に写しを配付してお

ります。 

 以上で本日の議題は全て終了いたしまし

た。 

 これをもちまして第３回厚生常任委員会を

閉会いたします。 

  午前11時26分閉会 
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